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Ｑ＆Ａ　民法（債権関係）の改正

西村あさひ法律事務所

弁護士　寺田　光邦

　2015 年３月 31 日，「民法の一部を改正する法律
案」が，第 189 回通常国会に提出されました。民法
は，私たちの日々の活動にかかわる法律の中でも最
も基本的な法律ですが，現在の民法が成立した
1896 年から現在まで約 120 年もの間，民法のうち
経済活動に関する分野については，抜本的な見直し
がなされていませんでした。しかし，今回の改正法
案は多岐に及ぶ改正を予定しており，成立すれば，
120 年ぶりの大改正になると言われています。
　本稿においては，個々の問いに答える形で回答し
ていくことにより，この改正法案の主な内容をなる
べくわかりやすく紹介していきたいと思います。

Q　なぜ改正されることになったのですか。

　上述のとおり，民法は，約 120 年もの間，経済活
動に関する分野について抜本的な見直しがなされて
いなかったため，現代の複雑化した社会経済の情勢
に対応していないのではないか，という批判があり
ました。そこで，2009 年に，法務大臣から法制審
議会に対し「民事基本法典である民法のうち債権関
係の規定について，同法制定以来の社会・経済の変
化への対応を図り，国民一般に分かりやすいものと
する等の観点から，国民の日常生活や経済活動にか
かわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行
う必要があると思われるので，その要綱を示された
い。」との諮問がなされ，今回の法改正がスタート
しました。すなわち，今回の法改正は，債権関係の
規定について，（１）現在の社会・経済の変化に対
応したものにすること，（２）国民一般にわかりや
すいものにすることを目的としています。
　改正法案の提出理由においては，「社会経済情勢
の変化に鑑み，①消滅時効の期間の統一化等の時効
に関する規定の整備，②法定利率を変動させる規定

の新設，③保証人の保護を図るための保証債務に関
する規定の整備，④定型約款に関する規定の新設等
を行う必要がある。これが，この法律案を提出する
理由である。」（ナンバリングは筆者による追記）と
も説明されておりますので，このナンバリングの順
に改正法案の内容を具体的に見ていきます。

１　①消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規
定の整備

Q１　｢ 消滅時効の期間の統一化 ｣ とはどのような意
味ですか。時効に関する規定はどのように整備されて
いますか。

（１）消滅時効の期間の統一
　消滅時効とは，一定の期間，権利を行使しないこ
とによって，権利を消滅させる制度をいいます。現
行民法においては，債権の消滅時効期間は原則とし
て権利を行使することができる時から 10 年とされ
ています（166 条１項，167 条１項）。
　ただし，例外として，職業別の短期消滅時効も定
められています。例えば，飲食店の代金の消滅時効
は１年，医師の診療報酬の消滅時効は３年となって
います（170 条〜 174 条）。また，商売から生じた
債権（商事債権）は，５年の商事消滅時効が定めら
れています（商法 522 条）。よって，現行法によれ
ば，債権ごとに消滅時効の期間が異なり，例えば，
飲食店のツケ（飲食代金債権）の消滅時効は，10
年ではなく，１年ということになります。
　しかし，職業等によって債権の消滅時効期間に差
を設ける合理的な理由がありません。また，商事債
権に比べ，通常の債権の 10 年という消滅時効期間
は長すぎるという批判もありました。
　そこで，今回の改正では，職業別の短期消滅時効
や商法の商事消滅時効が廃止されます。また，①権
利を行使することができる時（客観的起算点）から
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10 年という従来の消滅時効期間に加えて，②債権
者が権利を行使することができることを知った時

（主観的起算点）から５年という短期の消滅時効期
間が追加されます（法案 166 条１項）。
　この改正法案によると，客が飲食店の店主と飲食
代金債権をある時（履行期）に支払う約束をした場
合，この債権の消滅時効期間は，履行期から５年と
いうことになります。飲食店の店主は「履行期に権
利を行使することができる」ことを約束した時から
知っているのが通常なので，①と②の起算点は一致
し，結果，②の期限が先に到来するからです。
（２）時効の完成猶予・更新
　現行法では，時効の進行を妨げる場合として，時
効の「中断」（それまで進行した時効期間がリセッ
トされ，その後ゼロから新たに進行するもの）及び

「停止」（時効の進行を一定期間猶予するもの）が規
定されていますが，名前と効果に齟齬があり，わか
りにくいという批判がありました（例えば，日常に
おいては，「雨で体育祭が中断した」といった場合，
雨があがったら「ゼロ（最初）からやり直す」ので
はなく，「中断した競技から再開する」という効果
を想像するのが通常です）。
　そこで，改正法案においては，時効の「中断」と

「停止」を，「更新」と「完成猶予」に見直し，それ
ぞれの該当事由も見直しています。例えば，訴訟の
提起は「完成猶予」事由となり，訴訟手続が続いて
いる間は時効が完成しませんが，結果，勝訴判決が
確定した場合は「更新」事由となり，新たに時効が
進行します（法案 147 条）。また，債務者が債権が
あることを知っている旨承認した場合は，「更新」
事由となり，現行法と同様に，承認があった時から
新たに時効が進行します（法案 152 条）。

２　②法定利率を変動させる規定の新設

Q２　法定利率はどのように変動するようになる
のですか。

　利息を生じさせる債権について，特別の約束がな
い場合の利率（法定利率）について，現行民法は，
年５% と定めており（404 条），商事債権について
は，商法が年６% と定めています（商法 514 条）。
　しかしながら，この低金利時代において，年５%
という法定利率は高すぎるという批判や法定利率も

経済変動の実態に合わせるべきであるという批判が
ありました。
　そこで，改正法案では，法定利率は年３% に引
き下げられ，商事法定利率の年６% も廃止される
ことになります。また，今後は３年ごとに，銀行の
短期貸付け（貸出期間が１年未満の貸付け）の過去
５年間の平均利率の変動を基準に１% 以上の増減
があった場合に，１% 刻みで法定利率も増減する
変動制とすることとしています（法案 404 条）。

３　③保証人の保護を図るための保証債務に関する
規定の整備

Q３　保証人の保護を何故図る必要があるのですか。
また，どのように保護を図ることになるのですか。

　個人が保証契約を締結し，保証人になった場合，
想定外の多額の保証債務の履行を求められた結果，
生活破綻や自殺の原因となり得る事が問題視されて
いました。
　そこで，2004 年にも，①書面によらない保証契
約を無効とし（446 条２項 , ３項），②貸金等の債務
を個人が根保証する（一定の範囲に属する不特定の
債務を保証する）契約については極度額（保証する
限度額）の定めのない契約を無効とする（465 条の
２第 2 項）改正が行われていました。
　今回の改正案においては，さらに，事業用のお金
の借入れ等について，個人が保証人になるときには，
原則として，保証契約締結前に保証人が保証する意
思を明らかにした公正証書を作成しなければならな
い旨規定されました（法案 465 条の６第１項）。多
額になりがちな事業用のお金の借入れを個人が保証
することは，過酷な結果を招く可能性があることか
ら，保証契約の締結に先立って，保証人が公証役場
において，公正証書を作成するという慎重な手続き
を求めています。ただし，主債務者と一定の関係に
ある者（取締役，議決権の過半数を有する株主，共
同経営者，事業に従事している配偶者等）が保証人
となる場合には，公正証書の作成は要しません（法
案 465 条の９）。これらの者は経営の状況や債務額
等について知り得る立場にあることや，経営者保証
の有効性に鑑み，このような例外が設けられました。
　また，個人の根保証契約一般について，極度額を
定めなければならず，極度額の定めのない個人根保
証契約は無効となります（法案 465 条の２）。
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　さらに，改正法案では，主債務者や債権者に，一
定の場合に，主債務や主債務者に関する情報を保証
人に対して提供する義務を定めています（法案 458
条の２，458 条の３，465 条の 10）。例えば，事業
の為に負担する債務について保証契約を締結する際
には，主債務者は，主債務者の依頼により保証人に
なろうとする個人に対して，自らの財産状況等の情
報を提供する義務を負います（法案 465 条の 10 第
１項）。

４　④定型約款に関する規定の新設

Q４　定型約款とは何ですか。どのような規定が新設
されるのですか。

　「約款」とは，大量の定型的な取引を迅速かつ効
率的に行うために，企業等があらかじめ定めた契約
条項をいいます。同じ製品やサービスを大量の顧客
に提供しなければならず，個々の顧客ごとに契約内
容を交渉してバラバラの契約条件を定めていたので
は，ビジネスが成り立たなくなってしまう場合，こ
のような約款を用いた取引が行われます。現代社会
においては，鉄道，バス，電気，ガス，保険，イン
ターネット上での取引等，日常生活の様々な場面で
この約款に基づく取引が広く行われています。しか
し，現行民法には，このような約款に関する規定は
ありません。
　そこで，改正法案では，「定型取引（ある特定の
者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっ
て，その内容の全部又は一部が画一的であることが
その双方にとって合理的なもの）において，契約の
内容とすることを目的としてその特定の者により準
備された条項の総体」である「定型約款」に関する
規定を新設しました（法案548条の２〜548条の４）。
（１）定型約款についてのみなし合意
　約款の個別の条項まで詳細に読み込んで取引を行
う方は極めて少数かと思います。しかし，約款を読
んでいないからといって，約款に拘束されないのは，
約款の本来の趣旨に反します。
　そこで，①「定型約款を契約の内容とする旨の合
意をしたとき」，または②「定型約款を準備した者
があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を
相手方に表示していたとき」には，定型取引を行う
ことの合意をした者は，定型約款の個別の条項につ
いても合意をしたものとみなすとの規定が設けられ

ました（法案 548 条の２第１項）。
　例えば，インターネットの通信販売において，事
業者が，②定型約款を契約内容とする旨自らのウェ
ブページにおいて顧客に対して表示していた場合，
仮に，顧客が定型約款の個別の条項を認識していな
くとも，当該定型約款の個別の条項についても合意
したものとみなされます（なお，鉄道や電気通信事
業関係等，一定の類型の定型約款については，関係
法律の改正により，②相手方への「表示」ではなく，

「公表」でも足りるようにすることが予定されてい
ます）。
　しかしながら，消費者保護の観点から，定型約款
の個別の条項のうち，「相手方の権利を制限し，又
は相手方の義務を加重する条項であって，…相手方
の利益を一方的に害すると認められるもの」につい
ては，合意しなかったものとみなされます（法案同
条第２項）。
（２）定型約款の変更
　定型約款の内容を変更する場合，個々の顧客から
変更の同意を得ることは困難です。そこで，①定型
約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき，
または②定型約款の変更が契約をした目的に反せず，
かつ，一定の変更の事情に照らして合理的なもので
ある場合は，個別に相手方と合意することなく契約
の内容を変更できるものとしました（法案 548 条の
４第１項）。また，定型約款を変更するときは，そ
の効力発生時期を定めて，その効力発生時期までに，

「定型約款を変更する旨」，「変更後の定型約款の内
容」及び「効力発生時期」をインターネット等の適
切な方法により周知しなければなりません（法案同
条２項及び３項）。

５　まとめ

　改正法案が成立した場合，改正法の施行期日は，
国民への周知を考慮して，公布後「３年を超えない
範囲内において政令で定める日」とされており，施
行期日まである程度の期間が置かれる予定です。上
述のような形で改正法案を一部紹介させて頂きまし
たが，紙幅の都合上，紹介できなかった改正事項も
多々ございますので，引き続き情報収集を行うこと
が肝要かと思われます。
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